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議
員　

被
害
の
実
態
と
県
、
町

の
対
策
の
現
状
は
。

産
業
振
興
課
長　

農
作
物
の
被

害
額
は
現
地
確
認
で
平
成
16

年
が
約
６
４
０
万
円
、
平
成

24
年
で
約
３
０
０
万
円
、
防

除
対
策
と
し
て
は
、
国
、
県
、

町
の
補
助
内
容
に
よ
り
50
％

か
ら
20
％
の
設
置
補
助
が
あ

り
業
者
設
置
型
と
自
己
設
置

型
が
あ
り
ま
す
。
捕
獲
対
策

と
し
て
は
イ
ノ
シ
シ
、
シ
カ

の
捕
獲
奨
励
金
１
頭
当
た
り

３
千
円
を
今
年
度
か
ら
８
千

円
に
考
え
て
お
り
ま
す
。

議
員　

１
頭
当
た
り
８
千
円
の

根
拠
は
ど
こ
か
ら
出
し
た
の

か
。

産
業
振
興
課
長　

国
の
補
助
額

が
８
千
円
と
い
う
こ
と
で
郡

内
で
足
並
み
を
そ
ろ
え
て
ま

し
た
。

議
員　

前
橋
市
は
１
頭
当
た
り

４
千
円
を
１
万
円
に
、
高
崎

市
で
も
捕
獲
処
分
費
と
し
て

４
千
円
を
１
万
５
千
円
に
、

ハ
ク
ビ
シ
ン
、
ア
ラ
イ
グ
マ

３
千
円
を
５
千
円
に
増
額
し

て
い
る
。
再
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
の
で
は
。

町
長　

郡
内
一
律
で
定
め
ま
し

た
が
猟
友
会
と
相
談
し
協
議

し
て
い
き
た
い

議
員　

捕
獲
オ
リ
の
購
入
、
増

設
置
計
画
は
。

産
業
振
興
課
長　

25
年
度
推
進

交
付
金
、
支
援
事
業
で
大
型

13
基
、
小
型
13
基
購
入
す
る

予
定
で
す
。

議
員　

特
例
の
銃
器
延
長
が
中

止
に
な
る
が
町
の
対
応
は
。

町
長　

被
害
を
阻
む
こ
と
が
で

き
た
の
で
中
止
に
は
大
き
く

反
対
す
る
と
意
見
を
付
け
て

県
知
事
あ
て
に
提
出
し
た
。

議
員　

猟
期
に
関
係
な
く
被
害

は
年
間
通
じ
て
発
生
、
条
件

付
き
で
も
銃
器
の
使
用
可
能

な
特
区
の
制
定
は
可
能
か
。

産
業
振
興
課
長　

緊
急
時
以
外

現
行
法
で
は
難
し
い
が
今
後

研
究
し
て
い
き
た
い
。

　
　

野
生
動
物
も
学
習
能
力
が

高
い
。
花
火
、
爆
竹
、
追
い

払
い
に
も
限
界
が
あ
る
、
新

た
な
対
策
が
急
が
れ
て
い

る
。

議
員　

隊
員
の
変
化
と
平
均
年

齢
の
現
状
は
。

産
業
振
興
課
長　

猟
友
会
員
数

は
平
成
11
年
度
99
名
、
24
年

度
は
49
名
で
実
施
隊
員
は
11

年
度
50
名
に
対
し
現
在
35
名

に
減
少
、
最
高
齢
が
84
歳
、

最
年
少
31
歳
で
平
均
年
齢

67
・
８
歳
で
す
。　

議
員　

今
年
度
捕
獲
オ
リ
が
26

基
増
設
さ
れ
る（
合
計
51
基
）

高
齢
化
と
隊
員
の
減
少
で
管

理
設
置
活
動
に
支
障
を
き
た

す
時
が
来
る
。
消
防
団
と
同

じ
よ
う
な
対
応
は
で
き
な
い

か
。

総
務
課
長　

町
職
員
で
猟
銃
と

わ
な
の
免
許
取
得
者
１
人
わ

な
の
み
が
１
人
い
て
２
人
と

も
猟
友
会
に
加
入
し
、
実
施

隊
員
に
も
加
入
し
て
お
り
地

方
公
務
員
の
決
ま
り
で
活
動

可
能
で
す
。

議
員　

条
例
に
問
題
な
い
と
す

れ
ば
今
後
想
定
さ
れ
る
課
題

と
し
て
隊
員
要
請
も
必
要
で

は
な
い
か
。

町
長　

狩
猟
に
興
味
を
持
ち
鳥

獣
被
害
意
識
が
強
く
率
先
し

て
や
っ
て
み
よ
う
と
す
れ
ば

推
薦
は
固
辞
し
な
い
。
一
公

務
員
と
し
て
消
防
団
と
も
ど

う
同
じ
よ
う
な
見
解
で
参
加

し
て
く
れ
る
人
が
い
れ
ば
そ

れ
に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
。

議
員　

狩
猟
免
許
取
得
、
銃
器

の
購
入
、使
用
、管
理
等
ハ
ー

ド
ル
は
高
い
難
し
い
問
題
も

あ
る
が
現
状
を
考
え
る
と
積

極
的
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ

き
た
い
。
そ
れ
と
平
成
20
年

制
定
さ
れ
た
鳥
獣
対
策
実
施

隊
条
例
の
特
別
と
し
て
狩
猟

税
１
／
２
の
免
除
制
度
は
３

月
31
日
で
期
限
切
れ
だ
が
。

産
業
振
興
課
長　

狩
猟
税
に
つ

い
て
の
特
例
は
継
続
さ
れ
て

お
り
ま
す
。

島
﨑　

紘
一

島
﨑　

紘
一
議
員
議
員

有
害
鳥
獣
対
策
の
現
状
に
つ
い
て

Ｑ

有
害
鳥
獣
対
策
特
区
の
指
定
で

年
間
銃
器
使
用
は

Ｑ

被
害
対
策
実
施
隊
員
の
減
少
と

高
齢
化
対
応
に
つ
い
て

Ｑ

防護柵とり付の様子


